
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

学校法人玉手山学園は、女性職員が個々の能力を十分に発揮し、活躍できる職場環境を目指

すために、以下の行動計画を策定する。 

 

1．計画期間 

 令和 4年 6月 1日～令和 9年 5月 31日までの 5年間 

 

2．目標と取組内容 

 目標 1 ： 管理職（事務職員）に占める女性比率を 25％以上とする 

 ＜取組内容＞ 

令和 9年 5月末までに以下の取組を行う 

・役員及び管理職を対象に、女性活躍推進法に基づく行動計画を周知し、目標達成に向け

た取組を検討する 

・学内における女性職員の昇級・昇格についての意識啓発を行う 

 

目標 2 ： 専任教職員の有給休暇取得日数を年間平均 10日以上とする 

 ＜取組内容＞ 

令和 9年 5月末までに以下の取組を行う 

・専任教職員に対し、有給休暇取得についての奨励及び周知を継続的に行う 

・部署内において、担当業務の可視化・分散化を行い、有給休暇を取得しやすい環境作りを

行う 

 

3．女性活躍に関する情報公表（令和 3年度） 

・管理職（事務職員）に占める女性の割合 ： 22.22％ 

・専任教職員の年間平均有給休暇取得日数 ： 9.89日 

 

以上 


